
  

一 

令和 5 年 12 月 28 日 (木曜日) 千 葉 県 報 号外第９７号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
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○ 

千
葉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 
規

則 

 

千
葉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
七
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

 

趣
旨

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は

千
葉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例

令
和
五
年
千
葉

県
条
例
第
三
十
号

以
下

条
例

と
い
う

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る

 

 

特
定
再
生
資
源
を
積
み
上
げ
る
作
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
械

 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
二
項
の
特
定
再
生
資
源
を
積
み
上
げ
る
作
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機

械
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

 

 

一 

油
圧
シ

ベ
ル
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
機
械
で
知
事
が
定
め
る
も
の 

 

二 

フ

ク
リ
フ
ト

フ

ク
等

フ

ク
そ
の
他
の
荷
を
積
載
す
る
装
置
を
い
う

以
下
同

じ

を
最
も
高
く
上
昇
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
フ

ク
等
の
高
さ
が
三
メ

ト
ル
を
超
え

る
も
の
に
限
る

 

 

三 

ク
レ

ン 

 

住
民
へ
の
周
知
の
方
法

 

第
三
条 

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
八
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
特
定
再
生
資
源
屋
外

保
管
事
業
場
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
対
し
て
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
内
容
を
周
知
さ
せ
る
た
め

に
講
ず
る
必
要
な
措
置
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

 

 

一 

当
該
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
敷
地
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が
三
百
メ

ト
ル
以
内

の
区
域

以
下

特
定
区
域

と
い
う

に
居
住
す
る
住
民
に
対
し

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管

業
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と

 

 

二 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
特
定
区
域
に
居
住
す
る
住
民
に
配
布
す

る
こ
と

 

 

三 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
内
容
を
当
該
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
又
は
そ
の
周
辺
の

適
当
な
場
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に

当
該
内
容
を
イ
ン
タ

ネ

ト
を
利
用
し
て
住
民
の
閲
覧
に

供
す
る
こ
と

 

 

周
知
さ
せ
る
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
内
容

 

第
四
条 

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
周
知
さ
せ
る
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
内
容
は

次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

 

 

一 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
を
行
お
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ

て
は

そ

の
代
表
者
の
氏
名 

 

二 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
所
在
地
及
び
敷
地
面
積 

 

三 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
構
造
及
び
設
備 

 

四 

条
例
第
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
区
分 

 

五 

保
管
物
を
積
み
上
げ
る
高
さ 

 

六 

破
砕
等
を
す
る
場
合
に
あ

て
は

当
該
破
砕
等
の
種
類 

 

七 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
を
開
始
す
る
予
定
の
日 

 

八 

現
場
責
任
者
と
な
る
予
定
の
者
の
氏
名 

 

九 

そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事
項 

 

許
可
の
申
請

 

第
五
条 

条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
許
可
申
請
書

別

記
第
一
号
様
式

と
す
る

 

２ 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

 

 

一 

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

 

二 

事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

 

三 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
位
置
図
及
び
付
近
の
見
取
図 

 

四 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図

立
面
図

断
面
図

構
造

図
及
び
設
計
計
算
書 

 

五 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
公
図
の
写
し 

 

六 

申
請
者
が
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
土
地
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と

申
請
者
が
所
有

権
を
有
し
な
い
場
合
に
は

使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
類 

 
七 

住
民
票
の
写
し

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事

項
証
明
書

 

 

八 
申
請
者
が
条
例
第
九
条
第
三
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

 

九 

申
請
者
が
条
例
第
九
条
第
三
号
ヘ
に
規
定
す
る
未
成
年
者

以
下

未
成
年
者

と
い
う

で

あ
る
場
合
に
あ

て
は

そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し

法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合

に
あ

て
は

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
そ
の
役
員
の
住
民
票
の
写
し

 

 

十 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は

そ
の
役
員
の
住
民
票
の
写
し 

 

十
一 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

12 

月

28

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第９７号 令和 5 年 12 月 28 日 (木曜日) 

る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に

あ

て
は

こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
の
写
し

こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は

登

記
事
項
証
明
書

 

 

十
二 
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
標
準
作
業
書 

 
 

イ 
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
維
持
に
関
す
る
計
画 

 
 

ロ 

油
水
分
離
装
置
及
び
こ
れ
に
接
続
し
て
い
る
排
水
溝
の
管
理
の
方
法 

 
 

ハ 

電
池

潤
滑
油
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
回
収
及
び
処
理
の

方
法 

 
 

ニ 

保
管
等
の
場
所
か
ら
保
管
等
に
伴

て
生
じ
た
汚
水
の
飛
散

流
出
及
び
地
下
浸
透
並
び
に
悪

臭
の
発
散
の
防
止
の
方
法 

 
 

ホ 

保
管
等
に
伴
う
騒
音
又
は
振
動
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
発
生
の
防
止
の
方
法 

 
 

ヘ 

そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事
項 

３ 

条
例
第
八
条
第
二
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
区
分
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

 

 

一 

金
属
ス
ク
ラ

プ

保
管
を
す
る
特
定
再
生
資
源
が
金
属
の
み
の
場
合
を
い
う

以
下
同
じ

 

 

二 

プ
ラ
ス
チ

ク
類

保
管
を
す
る
特
定
再
生
資
源
が
プ
ラ
ス
チ

ク
の
み
の
場
合
を
い
う

以
下

同
じ

 

 

三 

雑
品
ス
ク
ラ

プ

保
管
を
す
る
特
定
再
生
資
源
が
金
属
ス
ク
ラ

プ
又
は
プ
ラ
ス
チ

ク
類
以

外
の
場
合
を
い
う

以
下
同
じ

 

４ 

条
例
第
八
条
第
二
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
保
管
の
方
法
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る

 

 

一 

保
管
物
を
積
み
上
げ
る
高
さ 

 

二 

保
管
の
作
業
の
方
法
及
び
手
順 

 

三 

積
み
上
げ
る
作
業
の
用
に
供
す
る
機
械
の
種
類

数
量
及
び
能
力 

５ 

条
例
第
八
条
第
二
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

 

 

一 

破
砕
等
の
場
所
の
位
置
及
び
面
積 

 

二 

破
砕
等
の
種
類
及
び
方
法 

 

三 

破
砕
等
の
作
業
の
方
法
及
び
手
順 

 

四 

破
砕
等
の
用
に
供
す
る
設
備
の
種
類

数
量

設
置
場
所
及
び
能
力 

６ 

条
例
第
八
条
第
二
項
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

 

 

一 

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は

そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

 

二 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ

て
は

そ
の
役
員
の
氏
名 

 

三 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る

株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に
あ

て
は

こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

四 

現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号 

 

五 

そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事
項 

 

保
管
物
の
保
管
の
高
さ

 

第
六
条 

保
管
物
に
係
る
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
再
生
資
源
の
区
分
が
金
属
ス
ク
ラ

プ
又
は
プ

ラ
ス
チ

ク
類
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
一
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
高
さ
は

次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
高
さ
と
す
る

 

 

一 

保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分

保
管
物
の
荷
重
が
直
接
か
か
る
構
造
で
あ
る
部
分
を
い

う

以
下
同
じ

が
な
い
場
合

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

 

当
該
保
管
の
場
所
の
任

意
の
点
ご
と
に

地
盤
面
か
ら

当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の
下
端

当

該
下
端
が
地
盤
面
に
接
し
て
い
な
い
場
合
に
あ

て
は

当
該
下
端
を
鉛
直
方
向
に
延
長
し
た
面
と

地
盤
面
と
の
交
線

を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ

セ
ン
ト
の
勾
配
を
有
す
る
面
と
の
交

点

当
該
交
点
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ

て
は

最
も
地
盤
面
に
近
い
も
の

ま
で
の
高
さ 

 

二 

保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合

次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

 

基
準

線

直
接
負
荷
部
分
の
上
端
か
ら
下
方
に
垂
直
距
離
五
十
セ
ン
チ
メ

ト
ル
の
線

直
接
負
荷
部
分

に
係
る
囲
い
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ

ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
あ

て
は

そ
の
下
端

を
い

う

以
下
同
じ

か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
の
任
意
の
点
ご
と
に

次
の
イ
に
規
定
す
る
高
さ

当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ

て
は

イ
又
は
ロ

に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の

 

 
 

イ 

地
盤
面
か
ら

当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
鉛
直
線
へ
の
水
平
距
離
が
最
も
小
さ
い
基
準
線

を
通
る
水
平
面
と
の
交
点
ま
で
の
高
さ 

 
 

ロ 

前
号
に
規
定
す
る
高
さ 

 

三 

保
管
の
場
所
の
三
方
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合 

次
の
イ
若
し
く
は
ロ
に
規
定
す
る

高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
又
は
前
号
に
規
定
す
る
高
さ 

 
 

イ 

当
該
保
管
の
場
所
の
当
該
三
方
以
外
の
方
向
か
ら

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
用
に
供
す

る
施
設

当
該
保
管
の
場
所
を
除
く

又
は
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
敷
地
の
境
界

線
へ
の
水
平
距
離
の
う
ち
最
小
の
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
高
さ 

 
 

ロ 

当
該
直
接
負
荷
部
分
の
基
準
線
の
高
さ 

２ 

保
管
物
に
係
る
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
再
生
資
源
の
区
分
が
雑
品
ス
ク
ラ

プ
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
一
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
高
さ
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

じ

当
該
各
号
に
定
め
る
高
さ
と
す
る

 

 

一 
保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
な
い
場
合

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

 

前

項
第
一
号
に
規
定
す
る
高
さ
又
は
五
メ

ト
ル
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の 

 

二 

保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合

次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

 

前
項

第
二
号
に
規
定
す
る
高
さ
又
は
五
メ

ト
ル
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の 

 

三 

保
管
の
場
所
の
三
方
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合 

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
高
さ
又

は
五
メ

ト
ル
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の 

 

火
災
の
発
生
又
は
延
焼
防
止
の
た
め
の
措
置

 



  

三 

令和 5 年 12 月 28 日 (木曜日) 千 葉 県 報 号外第９７号 

第
七
条 

条
例
第
十
一
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る

 

 
一 

保
管
物

第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
再
生
資
源
の
区
分
が
雑
品
ス
ク
ラ

プ
に
該
当
す
る

場
合
に
係
る
も
の
に
限
る

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

に
電
池

潤
滑
油
そ
の
他
の
火
災
の

発
生
又
は
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ

て
は

技
術
的
に
可
能
な
範
囲
で

こ
れ
ら
を
適
正
に
回
収
し

処
理
す
る
こ
と

 

 

二 

保
管
物
の
一
の
保
管
の
単
位
の
面
積
を
二
百
平
方
メ

ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と

 

 

三 

隣
接
す
る
保
管
物
の
保
管
の
単
位
の
間
隔
は

二
メ

ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と

当
該
保
管
の
単

位
の
間
に
仕
切
り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く

 

 

四 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
措
置 

 

変
更
の
許
可
の
申
請
等

 

第
八
条 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
の
申
請
は

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業

変
更
許
可
申
請
書

別
記
第
二
号
様
式

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

２ 

前
項
の
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
変
更
許
可
申
請
書
に
は

第
五
条
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
十
一

号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
の
ほ
か

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

 

 

一 

変
更
後
の
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

 

二 

変
更
後
の
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図

立
面
図

断
面

図

構
造
図
及
び
設
計
計
算
書 

 

三 

第
五
条
第
二
項
第
十
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
変
更
後
の
標
準
作
業
書 

３ 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る

 

 

一 

条
例
第
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
保
管
の
場
所
の
面
積
の
変
更

当
該
面
積
を
減
少
さ
せ

る
場
合
に
限
る

 

 

二 

第
五
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
機
械
の
種
類

数
量
及
び
能
力
の
変
更

当
該
機
械
の
数
量

を
増
加
さ
せ

又
は
能
力
を
増
大
さ
せ
る
場
合
を
除
く

 

 

三 

破
砕
等
に
係
る
変
更

当
該
破
砕
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
限
る

 

 

四 

第
五
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
設
備
の
種
類

数
量

設
置
場
所
及
び
能
力
の
変
更

当
該

設
備
の
数
量
を
増
加
さ
せ

又
は
能
力
を
増
大
さ
せ
る
場
合
を
除
く

 

 

変
更
の
届
出

 

第
九
条 

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

変
更
届

別
記
第
三
号
様
式

を
提
出
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

２ 

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

 

 

一 

現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号 

 

二 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
者 

 
 

イ 

条
例
第
九
条
第
三
号
ヘ
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人 

 
 

ロ 

役
員 

 
 

ハ 

発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上

の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者 

 

廃
業
等
の
届
出

 

第
十
条 

条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

廃
業
等
届

別
記
第
四
号
様
式

を
提
出
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

標
識
の
様
式
等

 

第
十
一
条 

条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
標
識
の
様
式
は

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
に
関
す
る
標
識

別
記
第
五
号
様
式

と
す
る

 

２ 

条
例
第
十
四
条
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

 

 

一 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 

二 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

住
所
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号
並
び
に
法
人

に
あ

て
は

そ
の
代
表
者
の
氏
名 

 

三 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
所
在
地
及
び
敷
地
面
積 

 

四 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
平
面
図 

 

五 

条
例
第
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
区
分 

 

六 

保
管
物
を
積
み
上
げ
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の 

 

七 

破
砕
等
を
す
る
場
合
に
あ

て
は

当
該
破
砕
等
の
種
類 

 

八 

現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号 

 

取
引
台
帳

 

第
十
二
条 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

 

 

一 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 

二 

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

三 

特
定
再
生
資
源
の
取
引
の
年
月
日 

 

四 

特
定
再
生
資
源
の
取
引
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称 

 

五 

取
引
し
た
特
定
再
生
資
源
の
種
類 

 

六 

取
引
し
た
特
定
再
生
資
源

当
該
特
定
再
生
資
源
と
一
体
的
に
取
引
し
た
物
品
を
含
む

の
数

量 

 

七 

そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事
項 

 
台
帳
の
保
存
の
方
法

 
第
十
三
条 

条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
台
帳
の
保
存
は

当
該
台
帳
を
特
定
再
生
資
源
屋
外

保
管
業
者
の
住
所
又
は
所
在
地
に
お
い
て
直
ち
に
そ
の
内
容
を
確
認
で
き
る
状
態
で
備
え
付
け
る
方
法

又
は
電
磁
的
方
法

電
子
的
方
法

磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ

て
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
法
を
い
う

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当
該
台
帳
に
係
る
記
録
を
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業

者
の
住
所
又
は
所
在
地
に
お
い
て
直
ち
に
そ
の
内
容
を
書
面
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
保
存

す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る

 

 

身
分
を
示
す
証
明
書

 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第９７号 令和 5 年 12 月 28 日 (木曜日) 

第
十
四
条 

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
は

身
分
証
明
書

別
記
第
六
号
様
式

と

す
る

 

 
条
例
の
規
定
の
適
用
除
外
の
申
出

 

第
十
五
条 

条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
の
規
定

の
適
用
を
除
外
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に

適
用
除
外
申
出
書

別
記
第
七
号
様
式

を
知
事
に
提
出

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

次
項
の
規
定
は

公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る

 

 

準
備
行
為

 

２ 

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
適
用
除
外
申
出
書
の
提
出
に
つ
い
て
は

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お

い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る

 

                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                   
第

一
号

様
式

（
第

五
条

第
一

項
）

 

（
第
１
面

）
 

特
定
再
生

資
源
屋
外
保
管
業
許

可
申
請

書
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 

千
葉
県
知

事
 
 
 

 
 
様
 

 

申
請
者
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

住
 
所
（

法
人
に
あ

っ
て

は
、
主
た
る

事
務
所
の

所
在
地
）

 

氏
 
名
（

法
人
に
あ

っ
て

は
、
名
称
及

び
代
表
者

の
氏
名
）

 

電
話
番
号
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担
当
者
名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
千
葉
県

特
定
再
生
資
源
屋
外

保
管
業

の
規
制
に

関
す
る
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
再
生
資
源
 

屋
外
保
管

業
の
許
可
を
受
け
た

い
の
で

、
関
係
書

類
及
び
図
面
を
添
え
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

特
定

再
生

資
源

屋
外

保
管

事
業

場

の
所
在
地

及
び
敷
地

面
積
 

所
在
地
 

敷
地
面
積
 

（
実
測
）

 
 
 
 

 
 
㎡
 

特
定
再
生

資
源
屋
外

保
管
事
業

場
の
構

造
及
び
設

備
 

保
管
 

 

保
管
の
場

所
 

位
置
 

面
積
 

特
定
再
生
資
源
の
区
分
 

保
管
物
を
積
み
上
げ
る
高
さ
 

１
 

 
  
 
 
 
㎡
 

一
 
金
属
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

二
 
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
 

三
 
雑
品
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

 

２
 

 
  
 
 
 
㎡
 

一
 
金
属
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

二
 
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
 

三
 
雑
品
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

 

３
 

 
  
 
 
 
㎡
 

一
 
金
属
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

二
 
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
 

三
 
雑
品
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

 

４
 

 
  
 
 
 
㎡
 

一
 
金
属
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

二
 
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
 

三
 
雑
品
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

 

５
 

 
  
 
 
 
㎡
 

一
 
金
属
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

二
 
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
 

三
 
雑
品
ス
ク

ラ
ッ
プ
 

 

保
管
の
作
業
の
方
法
及
び
手
順
 

積
み
上
げ
る
作
業
の
用
に
供
す
る

機
械
の
種

類
、
数
量
及
び
能
力
 

 



  

五 
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（
破

砕
等

を
す

る
場

合
）

 

 

破
砕
等

の
場
所
 

位
置
 

面
積
 

破
砕

等
の

種
類

及
び

方
法
 

１
 

 
 
 

 
 

㎡
 

一
 

破
砕

 

二
 

切
断

 

三
 

圧
縮

 

四
 

解
体

 

五
 

洗
浄

 

 

２
 

 
 
 

 
 

㎡
 

一
 

破
砕

 

二
 

切
断

 

三
 

圧
縮

 

四
 

解
体

 

五
 

洗
浄

 

 

３
 

 
 
 

 
 

㎡
 

一
 

破
砕

 

二
 

切
断

 

三
 

圧
縮

 

四
 

解
体

 

五
 

洗
浄

 

 

４
 

 
 
 

 
 

㎡
 

一
 

破
砕

 

二
 

切
断

 

三
 

圧
縮

 

四
 

解
体

 

五
 

洗
浄

 

 

５
 

 
 
 

 
 

㎡
 

一
 

破
砕

 

二
 

切
断

 

三
 

圧
縮

 

四
 

解
体

 

五
 

洗
浄

 

 

破
砕

等
の

作
業

の
方
法
及

び
手

順
 

破
砕

等
の

用
に

供
す
る
設

備
の

種
類
、

数
量

、
設

置
場

所
及

び
能

力
 

注
 

 
１

 
「
特
定

再
生
資

源
の

区
分

」
の

欄
に

は
、

保
管

を
す

る
特
定

再
生
資

源
の
区

分
の

う
ち
、

該
当

す
る
も

の
 

に
丸
印

を
記
入

す
る
こ

と
。
 

 
２

 
「
破
砕

等
の
種

類
及

び
方

法
」

の
欄

に
は

、
破

砕
等

の
種
類

に
つ
い

て
該
当

す
る

も
の
に

丸
印

を
記
入

し
、
 

そ
の
方

法
に
つ

い
て
具

体
的
に

記
入
す

る
こ

と
。
 

 
３

 
各
欄
に

記
載
し

き
れ

な
い

と
き

は
、

こ
の

様
式

の
例

に
よ
り

作
成
し

た
書
面

に
記

載
し
て

、
そ

の
書
面

を
 

添
付
す

る
こ
と

。
 

（
第

２
面

）
 

 

添
 

   付
 

   書
 

   類
 

一
 
条

例
第

７
条
の

規
定

に
よ

る
措
置

を
講

じ
た

こ
と
を
証

す
る
書

面
 

二
 
事

業
計

画
の
概

要
を

記
載

し
た
書

類
 

三
 
特

定
再

生
資
源

屋
外

保
管

事
業
場

の
位

置
図

及
び
付

近
の

見
取

図
 

四
 
特

定
再

生
資
源

屋
外
保

管
事

業
場
の

構
造
を

明
ら
か

に
す

る
平
面

図
、
立

面
図

、
断
面

図
、
構

造
図

及
び

設
計

計
算

書
 

五
 
特

定
再

生
資
源

屋
外

保
管

事
業
場

の
土

地
の

登
記
事

項
証

明
書

及
び

公
図

の
写
し

 

六
 
申

請
者

が
特
定

再
生
資

源
屋

外
保
管

事
業
場

の
土
地

の
所

有
権
を

有
す
る

こ
と

（
申
請

者
が
所

有
権

を
有

し
な

い
場

合
に

は
、

使
用

す
る
権

原
を

有
す

る
こ
と

）
を

証
す

る
書
類

 

七
 
住

民
票

の
写
し

（
申
請

者
が

法
人
で

あ
る
場

合
に
あ

っ
て

は
、
定

款
又
は

寄
附

行
為
及

び
登
記

事
項

証
明

書
）
 

八
 
申

請
者

が
条
例

第
９

条
第

３
号
イ

か
ら

チ
ま

で
に
該
当

し
な
い

者
で

あ
る

こ
と
を

誓
約
す
る

書
面
 

九
 
申

請
者

が
条
例

第
９
条

第
３

号
ヘ
に

規
定
す

る
未
成

年
者

で
あ
る

場
合
に

あ
っ

て
は
、

そ
の
法

定
代

理
人

の
住

民
票

の
写
し

（
法
定
代

理
人
が

法
人

で
あ

る
場
合

に
あ

っ
て
は

、
定
款
又

は
寄

附
行

為
及
び

登
記

事
項

証
明

書
並

び
に

そ
の

役
員
の

住
民

票
の

写
し
）

 

十
 
申

請
者

が
法
人

で
あ

る
場

合
に
あ

っ
て

は
、

そ
の
役

員
の

住
民

票
の

写
し
 

十
一
 

申
請

者
が
法

人
で
あ

る
場

合
に
お

い
て
、

発
行
済

株
式

総
数
の

１
０
０

分
の

５
以
上

の
株
式

を
有

す
る

株
主

又
は

出
資
の

額
の
１
０

０
分
の

５
以

上
の

額
に
相

当
す

る
出
資

を
し
て
い

る
者

が
あ

る
と
き

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ
ら

の
者
の
住

民
票
の

写
し

（
こ

れ
ら
の

者
が

法
人
で

あ
る
場
合

に
あ

っ
て

は
、
登

記
事

項
証

明
書

）
 

十
二
 

次
に

掲
げ
る

事
項

を
記

載
し
た

標
準

作
業

書
 

 
イ
 

特
定

再
生
資

源
屋

外
保

管
事
業

場
の

維
持

に
関
す
る

計
画
 

 
ロ
 

油
水

分
離
装

置
及

び
こ

れ
に
接

続
し

て
い

る
排
水
溝

の
管
理

の
方

法
 

 
ハ
 

電
池

、
潤
滑

油
そ
の

他
の

火
災
の

発
生
又

は
延
焼

の
お

そ
れ
が

あ
る
も

の
の

回
収
及

び
処
理

の
方

法
 

 
ニ
 

保
管

等
の
場

所
か
ら

保
管

等
に
伴

っ
て
生

じ
た
汚

水
の

飛
散
、

流
出
及

び
地

下
浸
透

並
び
に

悪
臭

の
発
散

の
防

止
の
方

法
 

 
ホ
 

保
管

等
に
伴

う
騒

音
又

は
振
動

に
よ

る
生

活
環
境
の

保
全
上

の
支

障
の

発
生
の

防
止
の
方

法
 

 
ヘ
 

そ
の

他
知
事

が
定

め
る

事
項
 

千
葉

県
収

入
証

紙
貼

付
欄

（
消
印

し
な
い

こ
と
。

）
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（
第
３
面
）
 

  
申
請
者
が
条
例
第
９
条

第
３
号
ヘ
に
規
定

す
る
未
成

年
者
で
あ
る
場
合
 

法
定
代
理
人
 

 

（
個
人
で
あ
る
場
合
）
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

性
別
 

住
所
 

 
 

男
・

女
 

 

 （
法
人
で
あ
る
場
合
）
 

（
ふ
り
が
な
）
 

名
 
 
称
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

 
 

役
員
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

性
別
 

住
所
 

役
職
名
 

 
 

男
・

女
 

 
 

 
 

男
・

女
 

 
 

注
 
各
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い

と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に

よ
り
作
成
し
た
書
面
に
記
載

し
て
、
そ
の
書
面
を
 

添
付
す
る

こ
と
。
 

（
第

４
面

）
 

  
申

請
者

が
個
人

で
あ

る
場
合

 

申
請

者
 

 

（
ふ

り
が
な

）
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

性
別

 
住

所
 

 
 

男
・
女
 

 

 

（
第

５
面

）
 

  
申
請

者
が
法

人
で

あ
る

場
合

 

申
請

者
 

 

（
ふ

り
が
な

）
 

名
 

 
称

 
主

た
る
事

務
所
の

所
在
地

 

 
 

役
員
 

 

（
ふ

り
が

な
）
 

氏
 

 
名
 

生
年

月
日
 

性
別
 

住
所

 
役

職
名
 

 
 

男
・

女
 

 
 

 
 

男
・

女
 

 
 

発
行

済
株

式
総

数
の

１
０

０
分

の
５

以
上

の
株

式
を

有
す

る
株

主
又

は
出

資
の

額
の

１
０

０
分

の
５

以
上

の

額
に

相
当
す
る

出
資

を
し

て
い

る
者
（

株
主

又
は

出
資
を
し

て
い
る

者
が

あ
る

場
合
）
 

 

発
行

済
株

式
の
総
数
 

株
 

出
資

の
額
 

 

（
個

人
で

あ
る
場
合

）
 

 

（
ふ

り
が
な
）

氏
 

 
名
 

生
年

月
日
 

性
別
 

住
所
 

保
有

す
る

株
式

の
数

 

又
は

出
資

の
金
額

 

割
合
 

 
 

男
・

女
 

 
  

（
法

人
で

あ
る
場
合

）
 

 

（
ふ

り
が

な
）
 

名
 

 
称

 
主

た
る
事
務

所
の
所

在
地
 

保
有

す
る

株
式

の
数

 

又
は

出
資

の
金
額

 

割
合
 

 
 

  

注
 

各
欄

に
記

載
し

き
れ
な
い

と
き

は
、
こ
の

様
式
の

例
に

よ
り

作
成
し

た
書

面
に

記
載

し
て
、

そ
の

書
面
を

 

添
付

す
る

こ
と
。
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（
第
６
面
）
 

  
現
場
責
任
者
 

現
場
責
任
者
 

 

（
ふ
り
が

な
）
 

氏
 
 
名
 

住
所
 

 
 

生
年

月
日
 

役
職
名
 

性
別
 

連
絡
先
の
電
話

番
号
 

 
 

男
・
女
 

 

上
記
の
現
場
責
任
者
が
不

在
の
と
き
に
、
現
場
責
任
者

と
な
る
者
 

 

（
ふ
り
が

な
）
 

氏
 
 
名
 

住
所
 

 
 

生
年

月
日
 

役
職
名
 

性
別
 

連
絡
先
の
電
話

番
号
 

 
 

男
・
女
 

 

注
 
各
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い

と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に

よ
り
作
成
し
た
書
面
に
記
載

し
て
、
そ
の
書
面
を
 

添
付
す
る

こ
と
。
 

 
第

二
号

様
式

（
第

八
条

第
一

項
）

 

（
第

１
面

）
 

特
定

再
生
資
源
屋
外
保
管
業
変

更
許
可
申
請

書
 

 

年
 

 
月
 
 
日
 

 

千
葉
県
知

事
 
 
 
 
 
様
 

 

申
請

者
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

住
 

所
（

法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）
 

氏
 

名
（

法
人
に
あ
っ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
）
 

電
話

番
号
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

担
当

者
名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付

け
千
葉
県
 
指

令
第
 
 
 

号
の
 
 

 
 

で
許

可
を
受
け
た

事
項
に
つ
い
て
 

変
更
し
た
い
の
で
、
千
葉
県
特
定

再
生
資
源
屋
外

保
管
業
の
規

制
に
関
す

る
条

例
第

１
２
条
第
１

項
本
文
の
規
定
 

に
よ
り
、
関
係
書
類
及
び
図
面
を

添
え
て
、
次
の

と
お
り
申
請

し
ま
す
。
 

 
変
更
後
 

変
更
前
 

変
更

し
た

事
項

の
内

容
 

 
 

変
更
の
理

由
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（
第

２
面

）
 

 

添
 

   付
 

   書
 

   類
 

一
 
変

更
後

の
事

業
計
画

の
概

要
を
記

載
し
た

書
類
 

二
 
変

更
後

の
特

定
再
生

資
源

屋
外
保

管
事
業

場
の
構

造
を

明
ら
か

に
す

る
平

面
図

、
立
面

図
、
断

面
図
、

構
造

図
及

び
設
計

計
算

書
 

三
 
次

に
掲

げ
る

事
項
を

記
載

し
た
変

更
後
の

標
準
作

業
書

 

 
イ
 

特
定

再
生

資
源
屋

外
保

管
事
業

場
の
維

持
に
関

す
る

計
画
 

 
ロ
 

油
水

分
離

装
置
及

び
こ

れ
に
接

続
し
て

い
る
排

水
溝

の
管
理

の
方

法
 

 
ハ
 

電
池

、
潤
滑

油
そ
の

他
の

火
災
の

発
生
又

は
延

焼
の

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

の
回
収

及
び
処
理

の
方

法
 

 
ニ
 

保
管

等
の
場

所
か
ら

保
管

等
に
伴

っ
て
生

じ
た

汚
水

の
飛

散
、

流
出

及
び

地
下
浸

透
並
び
に

悪
臭

の
発
散
の

防
止
の
方

法
 

 
ホ
 

保
管

等
に

伴
う
騒

音
又

は
振
動

に
よ
る

生
活
環

境
の

保
全
上

の
支

障
の

発
生

の
防
止

の
方

法
 

 
ヘ
 

そ
の

他
知

事
が
定

め
る

事
項
 

四
 
特

定
再

生
資

源
屋
外

保
管

事
業
場

の
土
地

の
登
記

事
項

証
明
書

及
び

公
図

の
写

し
 

五
 
申

請
者

が
特
定

再
生
資

源
屋

外
保
管

事
業
場

の
土

地
の

所
有

権
を

有
す

る
こ

と
（
申

請
者
が
所

有
権

を
有

し
な

い
場
合

に
は

、
使
用

す
る
権

原
を

有
す

る
こ

と
）

を
証
す

る
書
類

 

六
 
住

民
票

の
写
し

（
申
請

者
が

法
人
で

あ
る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
定

款
又

は
寄

附
行
為

及
び
登
記

事
項

証
明

書
）

 

七
 
申

請
者

が
条

例
第
９

条
第

３
号
イ

か
ら
チ

ま
で
に

該
当

し
な
い

者
で

あ
る

こ
と

を
誓
約

す
る

書
面
 

八
 
申

請
者

が
条
例

第
９
条

第
３

号
ヘ
に

規
定
す

る
未

成
年

者
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て
は

、
そ
の
法

定
代

理
人

の
住

民
票

の
写
し

（
法
定

代
理

人
が

法
人

で
あ
る

場
合

に
あ

っ
て
は
、

定
款

又
は
寄

附
行
為

及
び

登
記

事
項

証
明
書

並
び

に
そ
の

役
員
の

住
民

票
の

写
し

）
 

九
 
申

請
者

が
法

人
で
あ

る
場

合
に
あ

っ
て
は

、
そ
の

役
員

の
住
民

票
の

写
し

 

十
 
申

請
者

が
法
人

で
あ
る

場
合

に
お
い

て
、
発

行
済

株
式

総
数

の
１

０
０

分
の

５
以
上

の
株
式
を

有
す

る
株

主
又

は
出

資
の
額

の
１
０

０
分

の
５

以
上

の
額
に

相
当

す
る

出
資
を
し

て
い

る
者
が

あ
る
と

き
に

あ
っ

て
は

、
こ

れ
ら
の

者
の
住

民
票

の
写

し
（

こ
れ
ら

の
者

が
法

人
で
あ
る

場
合

に
あ
っ

て
は
、

登
記

事
項

証
明

書
）
 

千
葉
県
収

入
証

紙
貼

付
欄

（
消

印
し
な

い
こ

と
。

）
 

 

（
第
３
面
）
 

  
 
申
請
者
が
条
例
第
１

２
条
第
２

項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

第
９
条
第
３
号
ヘ
に
規
定
す

る
未
成
年
者
で
あ
る
 

場
合
 

法
定
代
理
人
 

 

（
個
人
で
あ
る
場
合
）
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

性
別
 

住
所
 

 
 

男
・

女
 

 

 （
法
人
で
あ
る
場
合
）
 

（
ふ
り
が
な
）
 

名
 
 
称
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

 
 

役
員
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

性
別
 

住
所
 

役
職
名
 

 
 

男
・

女
 

 
 

 
 

男
・

女
 

 
 

注
 
各
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い

と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に

よ
り
作
成
し
た
書
面
に
記
載

し
て
、
そ
の
書
面
を
 

添
付
す
る

こ
と
。
 

（
第
４
面
）
 

  
申
請
者
が
個
人
で
あ
る

場
合
 

申
請
者
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

性
別
 

住
所
 

 
 

男
・

女
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（
第

５
面

）
 

  
申

請
者

が
法
人

で
あ

る
場
合

 

申
請

者
 

 

（
ふ
り

が
な

）
 

名
 

 
称
 

主
た
る
事

務
所

の
所
在

地
 

 
 

役
員
 

 

（
ふ

り
が
な

）
 

氏
 
 

名
 

生
年

月
日
 

性
別
 

住
所
 

役
職
名

 

 
 

男
・
女
 

 
 

 
 

男
・
女
 

 
 

発
行

済
株

式
総

数
の

１
０

０
分

の
５

以
上

の
株

式
を

有
す

る
株

主
又

は
出

資
の

額
の

１
０

０
分

の
５

以
上
の

額
に

相
当
す

る
出
資

を
し

て
い

る
者
（

株
主

又
は

出
資
を

し
て

い
る
者

が
あ
る

場
合
）

 

 

発
行
済

株
式

の
総

数
 

株
 

出
資
の
額
 

 

（
個
人

で
あ

る
場

合
）
 

 

（
ふ
り

が
な

）

氏
 
 
名
 

生
年

月
日
 

性
別
 

住
所
 

保
有
す
る

株
式

の
数
 

又
は
出
資

の
金

額
 

割
合
 

 
 

男
・

女
 

 
  

（
法
人

で
あ

る
場

合
）
 

 

（
ふ

り
が
な

）
 

名
 

 
称
 

主
た
る

事
務

所
の
所

在
地

 

保
有
す
る

株
式

の
数
 

又
は
出
資

の
金

額
 

割
合
 

 
 

  

注
 
各

欄
に

記
載

し
き
れ

な
い

と
き
は

、
こ

の
様

式
の

例
に

よ
り
作

成
し

た
書

面
に

記
載
し

て
、

そ
の
書

面
を
 

添
付

す
る

こ
と
。

 

 
第

三
号

様
式

（
第

九
条

第
一

項
）

 

変
更

届
 

 

年
 

 
月

 
 
日
 

 

千
葉

県
知
事

 
 
 
 

 
様
 

 

届
出

者
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

住
 

所
（
法
人

に
あ

っ
て
は
、

主
た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

氏
 

名
（
法
人

に
あ

っ
て
は
、

名
称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

電
話

番
号
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

担
当

者
名
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

付
け
千

葉
県
 
指

令
第
 
 

 
号

の
 
 

 
 
で
許

可
を

受
け
た

事
項

に
つ

い
て

 

変
更
し
た

の
で

、
千
葉

県
特
定

再
生
資

源
屋
外
保

管
業
の
規

制
に

関
す
る

条
例
第
１

２
条

第
３
項

の
規

定
に

よ
り

、
 

関
係
書
類

及
び

図
面
を

添
え
て

、
次
の

と
お
り
届

け
出
ま
す

。
 

 
変

更
後
 

変
更

前
 

変
更

し
た

事
項

の
内

容
 

 
 

変
更

の
理
由
 

 

注
 

 
１
 
届

出
者

の
氏
名

若
し
く

は
名
称

又
は
住
所

の
変
更
に

つ
い

て
は
、

住
民
票
の

写
し

を
添
付

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
届

出
者

が
法
人

で
あ
る

場
合
に

あ
っ
て
は

、
名
称
、

主
た

る
事
務

所
の
所
在

地
又

は
そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

の
変

更
に
つ
い

て
は

、
登
記
事

項
証
明

書
を

添
付
す
る

こ
と

。
 

 
２
 
届

出
者

に
係

る
条

例
第

９
条

第
３

号
ヘ

に
規

定
す

る
法

定
代

理
人

の
変

更
に

つ
い

て
は

、
新

た
に

法
定
 

代
理

人
に

な
っ

た
者

の
住

民
票

の
写

し
（

法
定

代
理

人
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
定

款
又

は
 

寄
附

行
為
及
び

登
記

事
項
証
明

書
並
び

に
そ

の
役
員
の

住
民

票
の
写

し
）
を
添

付
す
る

こ
と

。
 

 
３
 
届

出
者

に
係

る
役

員
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

新
た

に
役

員
に

な
っ

た
者

の
住

民
票

の
写

し
を

添
付

す
る
 

こ
と

。
 

 
４
 
届

出
者

に
係

る
発

行
済

株
式

総
数

の
１

０
０

分
の

５
以

上
の

株
式

を
有

す
る

株
主

又
は

出
資

の
額

の
 

１
０

０
分

の
５

以
上

の
額

に
相

当
す

る
出

資
を

し
て

い
る

者
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

新
た

に
こ

れ
ら

の
者

 

に
な

っ
た
も
の

の
住

民
票
の
写

し
（
こ

れ
ら

の
者
が
法

人
で

あ
る
場

合
に
あ
っ

て
は

、
登
記

事
項

証
明

書
）
 

を
添

付
す
る
こ

と
。
 

 
５
 
そ

の
他

知
事
が

必
要
と

認
め
る

書
類
又
は

図
面
を
添

付
す

る
こ
と

。
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別

紙
１

 
 

届
出
後
の
状
況
（
許

可
を
受
け
た
者
が
条
例
第
９
条
第
３
号
ヘ
に
規
定
す
る
未
成
年

者
の
場
合
）
 

法
定
代
理
人
 

 

（
個
人
で
あ
る
場
合
）
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

性
別
 

住
所
 

 
 

男
・
女
 

 

 （
法
人
で
あ
る
場
合
）
 

（
ふ
り
が
な
）
 

名
 
 
称
 

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
 

 
 

役
員
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

性
別
 

住
所
 

役
職
名
 

 
 

男
・
女
 

 
 

 
 

男
・
女
 

 
 

注
 
各
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書

面
に
記
載
し
て
、
そ
の
書
面
を
 

添
付
す
る
こ
と
。
 

 
別

紙
２

 
 

届
出
後
の
状
況
（
許
可
を
受
け
た

者
が
個
人
で
あ
る
場
合
）
 

申
請
者
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

性
別
 

住
所
 

 
 

男
・
女
 

 

 

 
別

紙
３

 
 

届
出
後
の
状
況
（
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
）
 

申
請
者
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

名
 
 
称
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

 
 

役
員
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

生
年

月
日
 

性
別
 

住
所
 

役
職
名
 

 
 

男
・
女
 

 
 

 
 

男
・
女
 

 
 

発
行

済
株

式
総

数
の

１
０

０
分

の
５

以
上

の
株

式
を

有
す
る

株
主

又
は

出
資

の
額

の
１
０

０
分

の
５

以
上
の

額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
（
株
主
又
は
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
）
 

 

発
行
済
株
式
の

総
数
 

株
 

出
資
の
額
 

 

（
個
人
で
あ
る

場
合
）
 

 

（
ふ
り
が
な
）

氏
 
 
名
 

生
年

月
日
 

性
別
 

住
所
 

保
有
す
る

株
式
の
数
 

又
は
出
資
の
金

額
 

割
合
 

 
 

男
・
女
 

 
  

（
法
人
で
あ
る

場
合
）
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

名
 

 
称
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

保
有
す
る

株
式
の
数
 

又
は
出
資
の
金

額
 

割
合
 

 
 

  

注
 
各
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い

と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
に

記
載
し
て
、
そ
の

書
面
を
 

添
付
す
る
こ
と
。
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別

紙
４

 
 

届
出
後
の
状
況
（
現
場
責
任
者
）
 

現
場
責
任
者
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

住
所
 

 
 

生
年
月
日
 

役
職
名
 

性
別
 

連
絡
先
の
電
話
番
号
 

 
 

男
・
女
 

 

上
記
の
現
場
責
任
者
が
不
在
の
と
き
に
、
現
場
責
任
者
と
な
る
者
 

 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

住
所
 

 
 

生
年
月
日
 

役
職
名
 

性
別
 

連
絡
先
の
電
話
番
号
 

 
 

男
・
女
 

 

注
 
各
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い

と
き
は
、
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
に

記
載
し
て
、
そ
の

書
面
を
 

添
付
す
る
こ
と
。
 

 
第

四
号

様
式

（
第

十
条

）
 

 

廃
業

等
届
 

 

年
 
 
月

 
 
日
 
 

 

千
葉
県
知

事
 
 
 

 
 
様
 

 

届
出

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
 

所
（
法
人

に
あ

っ
て

は
、

主
た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

氏
 

名
（
法
人

に
あ

っ
て

は
、

名
称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

電
話

番
号
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

担
当

者
名
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
千

葉
県

特
定

再
生

資
源

屋
外

保
管
業
の
規

制
に
関
す

る
条

例
第
１

３
条
各
号

の
い
ず

れ
か

に
該
当

す
る
こ
と
と

 

な
っ

た
の

で
、

同
条

の
規

定
に

よ
り
、
次
の

と
お
り
届

け
出

ま
す
。
 

特
定

再
生

資
源
屋
外

保
管
業
 

 
許

可
番
号

 
 

 
特

定
再

生
資

源
屋

外
保

管
業

者
の

氏
名
又
は

名
称
 

 

 
特

定
再

生
資

源
屋

外
保

管
事

業
場

の
所
在
地

 
 

廃
業

等
の

年
月
日
 

 
 

 
 

 
 

年
 
 
 

月
 
 

 
日

 

廃
業

等
の

事
由
 

一
 

死
亡
 

二
 

法
人
の
合

併
に
よ
る

消
滅

 

三
 

法
人
の
破

産
手
続
開

始
の

決
定
に

よ
る

解
散
 

四
 

法
人
の
合

併
及
び
破

産
手

続
開
始

の
決

定
以

外
の

理
由

に
よ
る

解
散
 

五
 

許
可
に
係

る
特
定
再

生
資

源
屋
外

保
管

業
の

廃
止
 

保
管

物
の

取
扱
い
方

針
 

 

注
 

 
１

 
「

廃
業

等
の

事
由

」
の

欄
に
は
、
条

例
第
１
３

条
各

号
の
廃

業
等
の
事

由
の
う

ち
、

該
当
す

る
も
の
に
 

丸
印

を
記

入
す
る
こ

と
。
 

 
２

 
廃

業
等

の
時

点
で

残
置

さ
れ

て
い

る
保

管
物

が
あ

る
場

合
は

、
「

保
管

物
の

取
扱

い
方

針
」

の
欄

に
、
 

今
後

の
取

扱
い
方
針

に
つ
い
て

具
体
的

に
記

入
す
る
こ

と
。
 

 
３

 
特

定
再

生
資

源
屋

外
保

管
事
業
場
の

現
状
に
お

け
る

現
場
写

真
を
添
付

す
る
こ

と
。
 



 
 

 

一
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第

五
号

様
式

（
第

十
一

条
第

一
項

）
 

 
 

特
定

再
生
資
源
屋
外
保
管
業
に
関
す
る
標
識
 

 
許

可
の
年

月
日
 

 
許
可
番
号
 

 

特
定
再
生

資
源
屋
外

保
管
業
者
 

 
氏

名
（
法

人
に

あ
っ
て
は
、
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

住
所
（
法

人
に

あ
っ
て
は
、
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

連
絡
先
の

電
話

番
号
 

特
定
再
生

資
源
屋
外

保
管
事
業
場
 

 
所

在
地
 

平
面

図
 

敷
地
面
積
 

（
実
測
）
 

 

㎡
 

特
定
再
生

資
源
屋
外

保
管
業
の
内
容
 

 
保

管
を
す

る
特

定
再
生
資
源
の
区

分
 

保
管
の
高

さ
（

最
高
）
 

破
砕
等
の
種
類

（
破

砕
等

を
す
る

場
合

）
 

現
場
責
任

者
 

 
氏

名
（
役

職
）
 

連
絡
先
の
電
話
番
号
 

特
記
事
項
 

注
 
標
識

の
寸
法
は
、
縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
９
０
セ
ン

チ
メ

ー
ト
ル
以
上

と
す
る
。
 

 
第

六
号

様
式

（
第

十
四

条
）

 
 

（
表
）

 

                   

（
裏
）

 

              

第
 
 

 
 

 
号
 

職
氏

名
 

生
年

月
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
記

の
者

は
、

千
葉
県

特
定

再
生
資

源
屋

外
保

管
業

の
規

制
に

関
す
る

条
例

第
２

１
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

検
査

を
行

う
者

で
あ

る
こ
と

を
証

明
す

る
。

 

 

年
 

 
月

 
 
日

発
行

 

 

千
葉
県

知
事

 
 
 

 
 

 
 
 

印
 

千
葉

県
特

定
再

生
資

源
屋
外

保
管

業
の
規

制
に

関
す
る

条
例

抜
粋

 

  
（

立
入

検
査

）
 

第
２

１
条

 
知

事
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

に
必
要

な
限

度
に
お

い
て

、
当

該
職

員
に

、
特

定
再
生

資
源

屋
外

保
管

業
を

行
っ

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
者

の
事

業
場

、
事

務
所

そ
の

他
の

施
設

に
 

 
立

ち
入

り
、

帳
簿

、
書

類
そ

の
他

の
物

件
を
検

査
さ

せ
、
又

は
関

係
者

に
質

問
さ

せ
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に
よ

り
立

入
検

査
を

す
る

当
該

職
員
は

、
そ

の
身

分
を

示
す
証

明
書

を
携
帯

し
、

関
係
者

の
請
求

が
あ

っ
た
と

き
は

、
関
係

者
に

提
示
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
の

権
限

は
、

犯
罪

捜
査

の
た

め
に

認
め

ら
れ

た
も

の
と

 

 
解

釈
し

て
は

な
ら
な

い
。

 

写
  真
 



  

一
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第

七
号

様
式

（
第

十
五

条
）

 
 

適
用

除
外
申
出

書
 

 

年
 
 
月

 
 
日
 

  
 
千
葉
県
知
事
 

 
 
 
様

 

 

申
出

者
 

印
 

  
千
葉

県
特

定
再

生
資
源

屋
外

保
管

業
の
規
制

に
関
す

る
条

例
第
２

７
条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り
同

条
例

の
規

定
の

適
用
の
除
外
を
受
け

た
い
の
で

、
次
の
と
お

り
申
し
出
ま
す

。
 

適
用

の
除

外
を

受
け

よ
う

と
す

る
区

域
 

市
（

町
・
村
）

の
区
域
 

適
用

を
除

外
す

る
日
 

年
 

 
 
月
 
 
 
日
 

本
市
（

町
・
村
）
が
講

じ
た
（
講
じ

よ
う
と
す
る
）
特
定
再

生
資

源
の

屋
外

に
お

け
る

保
管

に
対

す
る

施
策

の
内

容
 

 

備
考

 
 

 



 
 

 

一
四 

千 葉 県 報 号外第９７号 令和 5 年 12 月 28 日 (木曜日) 
                                    

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 
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